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第３章 計画推進のための施策

１．施策の体系

計画を推進するにあたっては、参画する人や組織が、役割分担を明確に理解できるよ

う、施策を体系化することが必要です。

特に、行政においては、関係機関相互の一層の情報交換、協力体制を確立することが

大切です。

施策の体系は、＜自然とともに生きる「森の都」づくり＞＜文化を培う「森の都」づ

くり＞＜「森の都」を育む人づくり＞を柱として計画の推進を図ります。

＜施策の体系＞

骨格となる緑の保全

計画テーマ 基本方針 施 策

自然とのふれあいの場としての活用

都市公園の整備

水と緑と心豊かな

「森の都」熊本

文化を培う

「森の都」づくり

（緑の創出）

都市公園以外の緑地等の整備

身近な緑の保全

公共公益施設の緑化

民有地の緑化

緑化意識の高揚

市民参加による緑化活動の支援

緑化推進のための体制づくり

自然とともに生きる

「森の都」づくり

（緑の保全）

「森の都」を育む

人づくり

（緑の啓発）

中心市街地の緑化

景観計画について


